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統計表を見るに当たって　　

消　費　税　の　税　率

国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供………………………４％

この章の統計表は、平成13年４月１日から平成14年３月31日までの間に終了した課税期間に係る消費税の課税事績を
　示したものである。

　８－１　課税状況　　　　

個 人 事 業 者

現 年 分

48,168

57,676

105,844

4,315

一 般 申 告 及 び 処 理

簡 易 申 告 及 び 処 理

納 税 申 告 及 び 処 理 計

還 付 申 告 及 び 処 理件 数

件 

150,805

98,035

248,840

18,128

16,921

実　　 　113,675 

12,805

既 往 年 分
15,708

931

加 算 税

合 計 実 　　　383,374 

29,26816,463

32,629

2,9332,002

  実　　　 269,699 

198,973

155,711

354,684

22,443

千円 千円 

　　　　　　　による課税事績を「申告書及び決議書」に基づいて作成した。

現 年 分

既 往 年 分

税 額

千円 

1,479,190,293 1,507,383,11428,192,821

　現在の申告（国・地方公共団体等については、平成14年９月30日までの申告を含む。）又は処理（更正、決定等）

136,308,255

1,643,691,369

256,084,171

12,056,732

調査対象等：「現年分」は、平成13年４月１日から平成14年３月31日までに終了した課税期間について、平成14年６月30日

35,255,461

63,448,282

3,750,172

3,662,899

4,961,849

1,394,702,081

4,655,439

8,393,833

2,191,229

　の事業者が選択することによって、仕入税額控除の計算を売上に係る消費税にみなし仕入率をかけて計算する

差 引 計

加 算 税

1,331,647,482

1,503,539

　　　　　　　は処理（更正、決定等）による課税事績を「申告書及び決議書」に基づいて作成した。

　（注）　「件数」欄の「実」は実件数を示す。

用語の説明：簡易申告とは、基準期間の課税売上高が２億円以下（平成９年４月１日前に開始した課税期間は４億円以下）

申告及び処理による増差税額があるもの

申告及び処理による減差税額があるもの

　「既往年分」は、平成13年３月31日以前に終了した課税期間について、平成13年７月１日から平成14年６月30

　日までの間の申告（平成13年７月１日から同年９月30日までの間の国・地方公共団体等に係る申告を除く。）又

306,410

63,054,599

687,689

101,052,794

1,580,243,088

252,333,999

　　　　　　　 簡易課税制度を適用した申告をいう。

　（注）　課税事業者でなくなった旨の届出書又は課税事業者選択不適用届出書を提出した者は含まない。

一 般 申 告 及 び 処 理

簡 易 申 告 及 び 処 理

納 税 申 告 及 び 処 理 計

還 付 申 告 及 び 処 理

申告及び処理による増差税額があるもの

申告及び処理による減差税額があるもの

8,614 404,398

　調査対象等：平成14年３月31日現在の届出件数を示した。

　８－２　課税事業者等届出書提出件数　　　　　　　　　　　（単位　件）
課 税 事 業 者 届 出 書 課税事業者選択届出書 新設法人に該当する旨の届出書 合 計

382,978 12,806


